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子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指

針（平成二十一厚生労働省告示第五百九号）（抄） 

 

第一 趣旨 

この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下「法」という。）に定める事

項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職

業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措

置等について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたも

のである。 

第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となる

べき事項 

一 法第五条及び第十一条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業

申出に関する事項 

(１) 法第五条第一項及び第十一条第一項に規定する期間を定めて雇用され

る者に該当するか否かを判断するに当たっての事項 

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契

約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合

には、法第五条第一項各号及び第十一条第一項各号に定める要件に該当

するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用

される労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものであ

るが、その判断に当たっては、次の事項に留意すること。 

イ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程

においては、主に次に掲げる項目に着目して、契約関係の実態が評価

されていること。 

(イ) 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についてのいわゆる正規雇

用労働者との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観的内容 

(ロ) 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格 

(ハ) 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様 

(ニ) 更新の有無・回数、更新の手続の厳格性の程度等更新の手続・実

態 

(ホ) 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新

状況 

ロ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イに掲

げる項目に関し、次の(イ)及び(ロ)の実態がある場合には、期間の定めの

ない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認めら

参考資料６ 



2 
 

れていることが多いこと。 

(イ) イ(イ)に関し、業務内容が恒常的であること、及びイ(ニ)に関し、契

約が更新されていること。 

(ロ) (イ)に加え、少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみられるこ

と。 

① イ(ハ)に関し、継続雇用を期待させる事業主の言動が認められる

こと。 

② イ(ニ)に関し、更新の手続が形式的であること。 

③ イ(ホ)に関し、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの

例がほとんどないこと。 

ハ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イ(イ)に

関し、業務内容がいわゆる正規雇用労働者と同一であると認められる

こと、又は、イ(ロ)に関し、労働者の地位の基幹性が認められること

は、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているも

のであると認められる方向に働いているものと考えられること。 

(二) 期間を定めて雇用される者が法第五条第一項各号及び第十一条第一項

各号に定める要件を満たす労働者か否かの判断に当たっては、次の事項

に留意すること。 

イ 法第五条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の「引き続き雇用

された期間が一年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申出のあっ

た日の直前の一年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に

継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続してい

るか否かにより判断するものではないこと。 

ロ 法第五条第一項第二号の「その養育する子が一歳六か月に達する日

までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了することが明らか」か否かについては、育児休業申

出のあった時点において判明している事情に基づき子が一歳六か月に

達する日において、当該申出の時点で締結している労働契約が終了

し、かつ、その後労働契約の更新がないことが確実であるか否かによ

って判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で

次のいずれかに該当する労働者は、原則として、労働契約の更新がな

いことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次の

いずれかに該当する労働者であっても、雇用の継続の見込みに関する

事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者の

過去の契約の更新状況等から、労働契約の更新がないことが確実であ

ると判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取得に
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係る法第五条第一項第二号の要件を満たすものと判断される場合もあ

ること。 

(イ) 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている

労働者であって、当該上限まで労働契約が更新された場合の期間の

末日が子が一歳六か月に達する日以前の日であるもの 

(ロ) 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労

働者であって、育児休業申出のあった時点で締結している労働契約

の期間の末日が子が一歳六か月に達する日以前の日であるもの 

ハ 法第十一条第一項第二号の要件に該当するか否かについては、ロと

同様に判断するものであること。この場合において、ロ中「子が一歳

六か月に達する日」とあるのは、「介護休業開始予定日から起算して

九十三日を経過する日から六か月を経過する日」と読み替えるものと

すること。 

(三) その他法第五条及び第十一条の規定による労働者の育児休業申出及び

介護休業申出に関する事項 

育児休業及び介護休業については、労働者がこれを容易に取得できる

ようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきも

のであることに留意すること。 

二 法第十六条の二の規定による子の看護休暇及び法第十六条の五の規定に

よる介護休暇に関する事項 

(一) 子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得で

きるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべ

きものであることに留意すること。また、法第十六条の三第二項及び第

十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定によ

り、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負

担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働

者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取

得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること。 

(二) 子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話

又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うための休暇であ

ること及び介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を

行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後

の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよ

う配慮するものとすること。 

(三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第

六条第一項ただし書の規定による労使協定の締結により厚生労働省令で
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定める一日未満の単位での子の看護休暇又は介護休暇の取得ができない

こととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、厚生労働省令

で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務」と

は、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲

げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該

当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる

業務に該当するものではないこと。 

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は

介護休暇を取得させることが困難な業務 

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の

看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務

時間では処理することが困難な業務 

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で子の看

護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって

業務を遂行することが困難な業務 

(四) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者

の勤務の状況等が様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、

かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるこ

と、法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法

第六条第一項ただし書の規定による労使協定の締結により厚生労働省令

で定める一日未満の単位での休暇の取得ができないこととなった労働者

であっても、半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利

用が可能となるように配慮すること。 

三 法第十六条の八及び第十六条の九の規定による所定外労働の制限に関す

る事項 

(一) 所定外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるよう

にするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきもので

あることに留意すること。 

(二) 労働者の子の養育の状況、労働者の要介護状態にある対象家族の介護

の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力

的な利用が可能となるように配慮するものとすること。 

四 法第十七条及び第十八条の規定による時間外労働の制限に関する事項 

時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるように

するため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものである

ことに留意すること。 
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五 法第十九条及び第二十条の規定による深夜業の制限に関する事項 

(一) 深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにす

るため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものである

ことに留意すること。 

(二) あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇（昼間勤務へ

の転換の有無を含む。）に関する事項を定めるとともに、これを労働者

に周知させるための措置を講ずるように配慮するものとすること。 

(三) 労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が

様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮

するものとすること。 

六 法第二十一条第一項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を

定め、周知するに当たっての事項 

(一) 育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配

置その他の労働条件その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周

知することが望ましいものであることに配慮すること。 

(二) 労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労

働者若しくはその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が

対象家族を介護していることを知らせることを前提としたものであるこ

と。そのために、法第二十五条に定める措置を事業主が講じている必要

があること。 

(三) 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、

当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労

働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第五条第二項

の規定による育児休業の再度取得の特例、法第九条の二の規定による同

一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援

制度を知らせることが望ましいこと。 

七 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用さ

れる事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を

講ずるに当たっての事項 

(一) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職

に復帰させるよう配慮すること。 

(二) 育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その

他の雇用管理は、(一)の点を前提にして行われる必要があることに配慮す

ること。 

八 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職

業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 
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(一) 当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労

働者の選択に任せられるべきものであること。 

(二) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並

びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措

置が、個々の労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ

様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、かつ、

計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮するこ

と。 

(三) 介護休業申出が円滑に行われ、家族の介護を行い、又は行うこととな

る労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、次

の事項に留意すること。 

イ 介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容、当該内

容その他の仕事と介護の両立支援について事業主が定めた事項、介護

に係るサービスに関する情報について、労働者が十分に情報を得てい

ることが重要であること。 

ロ 事業主は、介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内

容及び介護に係るサービスに関する情報に関し行政から提供される情

報も活用しつつ、イの情報について労働者に周知を行うことが望まし

いこと。 

ハ 事業主は、労働者からの仕事と介護の両立に関する相談への対応の

ための窓口をあらかじめ定めることが望ましいこと。 

九 法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置

又は同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始

業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事項 

(一) 労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あ

らかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者

に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。 

(二) 当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育す

ることを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。 

(三) 法第二十三条第一項第三号の規定により、労使協定を締結する場合に

は当該業務に従事する労働者について所定労働時間の短縮措置を講じな

いことができる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働

時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、例えば、

次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例

示であり、これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではな

く、また、これらであれば困難と認められる業務に該当するものではな
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いこと。 

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる

業務 

国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務 

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認めら

れる業務 

労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数

が著しく少ない業務 

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難

と認められる業務 

(イ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体

制に組み込むことが困難な業務 

(ロ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制

に組み込むことが困難な業務 

(ハ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の

労働者では代替が困難な営業業務 

十 法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の

措置を講ずるに当たっての事項 

短時間勤務の制度は、労働者がその要介護状態にある対象家族を介護す

ることを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものである

ことに配慮すること。 

十一 法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、

第十八条の二、第二十条の二及び第二十三条の二の規定による育児休業、

介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制

限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理

由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての

事項 

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時

間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又

は取得等（以下「育児休業等の申出等」という。）をした労働者の雇用管

理に当たっては、次の事項に留意すること。 

(一) 法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、

第十八条の二、第二十条の二又は第二十三条の二の規定により禁止され

る解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたこ

ととの間に因果関係がある行為であること。 

(二) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるもの
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が該当すること。 

イ 解雇すること。 

ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと（以

下「雇止め」という。）。 

ハ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回

数を引き下げること。 

ニ 退職又はいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆ

る非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこ

と。 

ホ 自宅待機を命ずること。 

ヘ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制

限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等

を適用すること。 

ト 降格させること。 

チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 

リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 

ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。 

ル 就業環境を害すること。 

(三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を

勘案して判断すること。 

イ 次に掲げる場合には、育児休業又は介護休業をしている労働者の雇

止めは、不利益取扱いに当たる雇止めに該当しない可能性が高いと考

えられること。 

(イ) 専ら事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により、育児休

業又は介護休業をしている労働者を含め、契約内容や更新回数等に

照らして同様の地位にある労働者の全員を雇止めすること。 

(ロ) 事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により労働者の一部

を雇止めする場合であって、能力不足や勤務不良等を理由に、育児

休業又は介護休業をしている労働者を雇止めすること。ただし、こ

の場合において、当該能力不足や勤務不良等は、育児休業又は介護

休業の取得以前から問題とされていたことや育児休業又は介護休業

を取得したことのみをもって育児休業又は介護休業を取得していな

い者よりも不利に評価したものではないこと等が求められることに

留意すること。 

ロ 勧奨退職やいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわ

ゆる非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更は、労働者の
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表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくもの

でないと認められる場合には、(二)ニの「退職又はいわゆる正規雇用労

働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働者とするよう

な労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。 

ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休

業すること又は子の看護休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日

以外の日に休業することを労働者に強要することは、(二)ホの「自宅待

機」に該当すること。 

ニ 次に掲げる場合には、(二)チの「減給をし、又は賞与等において不利

益な算定を行うこと」に該当すること。 

(イ) 育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護休暇若しくは

介護休暇を取得した日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中

の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や

賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期

間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適

用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定

対象期間から控除すること等専ら当該育児休業等により労務を提供

しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益

な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日数又

は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総

和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うこと

は、(二)チの「不利益な算定を行うこと」に該当すること。 

(ロ) 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業

等の申出等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金

を減額すること。 

ホ 次に掲げる場合には、(二)リの「昇進・昇格の人事考課において不利

益な評価を行うこと」に該当すること。 

(イ) 育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える

一定期間昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすること。 

(ロ) 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業

等の申出等をしたことのみをもって、当該育児休業等の申出等をし

ていない者よりも不利に評価すること。 

ヘ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の

変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影

響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであ

るが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職
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務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経

済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)ヌの「不利益な配置

の変更を行うこと」に該当すること。また、所定労働時間の短縮措置

の適用について、当該措置の対象となる業務に従事する労働者を、当

該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了予定日までの

間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換

させることは(二)ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可

能性が高いこと。 

ト 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、(二)ルの

「就業環境を害すること」に該当すること。 

十二 法第二十四条第一項に規定する休暇及び同項各号に定める制度又は措

置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項 

(一) 労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができ

る休暇とは、例えば、次に掲げるものが考えられること。なお、これら

の休暇は、必ずしも単独の制度である必要はないこと。 

イ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇 

ロ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休

暇（いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措

置することを含む。） 

(二) 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべき

ものであること。 

十三 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二十三条

第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮

した必要な措置を講ずるに当たっての事項 

(一) 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべき

ものであること。 

(二) 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案

し、必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮する

こと。 

イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまで

の期間又は介護に係る施設・在宅サービスを利用することができるま

での期間が、九十三日から法第十一条第二項第二号の介護休業日数を

差し引いた日数の期間を超える場合があること。 

ロ 当該労働者がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休

業日数が九十三日に達している対象家族についても、再び当該労働者

による介護を必要とする状態となる場合があること。 
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ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当

該労働者が介護をする必要性が高い場合があること。 

ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介

護のため就業が困難となる場合があること。 

ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応

し、介護休業の更なる分割等、制度の弾力的な利用が可能となること

が望まれる場合があること。 

十四～十六 （略） 

附則 (略) 


